
◆◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    広域関東圏知的財産戦略本部メールマガジン  第５３号 

☆『パテントソリューションフェア２００９』出展者募集開始！☆ 

         http://www.kanto-chizai.com/  ２００９．８．３ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

このメールマガジンは、購読を希望された方、広域関東圏知的財産戦略本部関 

係者、知的財産に関係する企業・機関のご担当者、パテントソリューション 

フェアに出展申込された方、ご来場頂いた方に配信しております。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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本フェアは、特許技術を保有する方々に、その技術内容・効果・ビジネスプラン 

等について、ブース出展やステージでのプレゼンテーションをしていただくこと 

により、ライセンシー候補企業、金融機関、民間知財業者、一般参加者とのビジ 

ネス化に向けての交流や各種支援を募る場として開催するものです。 

意欲ある皆様からの出展応募をお待ちしております。 

 

●展示ブース出展対象 

（１）特許技術展示ブース 

   特許技術（日本国特許庁にて特許権を取得済みまたは出願中の者）を有す 

る法人もしくは個人で、事業化、開発援助もしくはライセンスを募る意欲 

がある方。 

 

（２）特許技術ビジネス支援展示ブース 

   知財に関する支援を行う公的機関や、知財に関連するビジネスの紹介、他 

http://www.kanto-chizai.com/


社の所有する特許を仲介する業者。 

 

●特許技術プレゼンテーションステージ参加対象 

（１）上記展示ブース出展者。（知財ビジネス支援事業者を除く） 

（２）パワーポイントを使用し、ビジネスプランのプレゼンテーションが行える 

者。（提案時間は１５分） 

 

出展料：無料（但し、「基本設備」以外の設備・備品をはじめ、搬入出費、その他 

人件費などは出展者の負担となります。） 

申込期限：８月３１日（月）必着 

申込送付先：日刊工業新聞社 業務局 イベント事業部 

      〒１０３－８５４８ 

      東京都中央区日本橋小網町１４－１ 

      ＴＥＬ ０３－５６４４－７２２１ 

 

開催日：１１月２５日（水）～２７日（金）の３日間 

会 場：東京国際展示場（東京ビッグサイト）東４ホール 

主 催：特許庁、関東経済産業局、広域関東圏知的財産戦略本部 

（『パテントソリューションフェア２００９』公式ＨＰは、近日公開予定） 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.kanto-chizai.com/patent2009.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ２,「中小・ベンチャー企業向け知的財産セミナー」のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

知的財産の有効利用及び知的財産制度に関する普及啓発を目的として、中小企業、 

ベンチャー企業、地域ブランド振興に係わる事業者等を対象としたセミナーを開 

催します。 

このセミナーは各テーマに分かれており、ご関心のあるテーマをお選びいただき 

受講することができます。知的財産に関する知識を深めるため、また、企業活動 

活性化のために、本セミナーをご活用ください。 

 

参加費：無料（先着順・事前申込制） 

主 催：広域関東圏知的財産戦略本部・関東経済産業局・特許庁、他 

実施機関：（社）発明協会 地方振興グループ 

 

【ステップアップセミナー】 

８月２４日（月） 於：神奈川県横浜市 「知的財産権の概要」 

 

【海外事業展開支援セミナー】 

８月２６日（水） 於：埼玉県さいたま市 

「中国における知的財産権の権利取得・行使」 

 

※随時、以下のページに掲載していきます。お申込み方法等、詳細はこちら。 

http://www.kanto-chizai.com/chushobentya.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ３,「大学等研究者対象セミナー」のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

http://www.kanto-chizai.com/patent2009.html
http://www.kanto-chizai.com/chushobentya.html


大学や公的研究機関等における良質な研究成果を知的財産権として保護・活用し 

さらなる研究開発と新技術の創出につなげるため、大学や研究機関の研究者、技 

術者、大学生、大学院生等を対象に、知的財産権に関する知識の習得、情報の収 

集を目的としたセミナーを開催します。 

 

参加費：無料（先着順・事前申込制） 

主 催：広域関東圏知的財産戦略本部・関東経済産業局・特許庁 他 

実施機関：（財）経済産業調査会 

 

【開催日程】 

１０月２１日（水） 新潟県：長岡技術科学大学 

「ゼロから学べる知的財産  

～研究者・理工系学生として知っておきたい知的財産の知識～」 

 

１０月２８日（水） 茨城県：筑波大学産学リエゾン共同研究センター 

   「研究者のための工業デザイン及びブランドの保護・管理 

       －保護制度の概要と戦略的な活用のポイントについて－」 

 

※随時、以下のページに掲載していきます。お申込み方法等、詳細はこちら。 

http://www.kanto-chizai.com/daigakukenkyu.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■４,「知的財産権制度説明会（初心者向け）」のご案内（８～９月開催分） 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

知的財産権について「これから学びたい」、「興味がある」方、また「企業等の知 

財部門に配属された」方を対象にした、知的財産権に関する『初心者向け説明 

会』を全国で開催いたします。 

この説明会では特許庁の産業財産権専門官が、特許・実用新案・意匠・商標権制 

度の概要を中心に、産業財産権に関連する支援策等についてもわかりやすく紹介 

いたします。 

知財の実務に携わるベテランの方も、自己の知識の再確認・取りまとめの機会と 

して是非ご利用ください。 

 

開催時間：各会場１３：３０～１７：００（１３：００～受付開始） 

参加費：無料（事前申込制・各会場とも定員になり次第申込みを締切ります。） 

主 催：特許庁・各経済産業局／内閣府沖縄総合事務局 

実施業者・お問い合わせ先： 

トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社 

「知的財産権制度説明会（初心者向け）」事務局 

メール：jpo.sem@thomsonreuters.com 

ＦＡＸ：東京本社 ０３－３４３２－４９５０ 

電 話：東京本社 ０３－５７３３－６１２０ 

 

【管内８～９月の募集中の開催日程及び会場】 

８月 ５日（水） 群馬（ビエント高崎問屋街センター）定員：１２０名 

８月３１日（月） 新潟（朱鷺メッセ）     定員：１５０名 

９月 ４日（金） 静岡（静岡商工会議所）   定員：２００名 

９月 ９日（水） 茨城（水戸プラザホテル）  定員：１２０名 

９月１６日（水） 東京（トヨタドライビングスクール） 定員：１５０名 

 

※お申込み方法、その他の会場の日程等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/beginner.htm 

http://www.kanto-chizai.com/daigakukenkyu.html
mailto:jpo.sem@thomsonreuters.com
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/beginner.htm


 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ５，「平成２１年度特許侵害警告模擬研修」受講者募集について 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

この研修は、特許紛争の当事者双方の企業に関する社歴や商品の開発に至った経 

緯、販売状況、知財に関する社内体制などを設定した事例を用いて行うものです。 

研修では、受講者は特許侵害警告を受けた企業側経営者になり、警告側企業が送 

ってきた警告書に対する回答書の作成や、警告側企業との交渉までに調査確認す 

べきことについて実際に検討します。 

講師は、その対応策などについて実践的な指導や解説を行い、併せて、逆に模倣 

された場合の対応についても参考となる情報を提供します。 

 

【対 象】中小・ベンチャー企業の経営者又は知財担当者 

（先着順・各会場４０名） 

【受講料】６,０００円（但し、中小企業の経営者又は従業員は受講料免除あり） 

【主 催】（独）工業所有権情報・研修館 

【運 営】（社）発明協会 

 

【日程・会場】 

９月１１日（金） 東京・（独）工業所有権情報研修館研修室 

１０月 ９日（金） 札幌北ビル会議室 

１０月１６日（金） 名古屋商工会議所 

１１月 ４日（水） 大阪科学技術センター 

１１月２７日（金） 福岡・八重洲博多ビル 

 

※詳細は、（独）工業所有権情報・研修館又は（社）発明協会ＨＰをご覧下さい 

（独）工業所有権情・研修館 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/venture/21kenshu_shingai.html 

（社）発明協会 

http://www.jiii.or.jp/H21_shibu_setsumeikai/tokkyoshingai/index.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ６,「インターネット出願説明会」開催のご案内（８～９月開催分） 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（独）工業所有権情報・研修館では、平成２２年４月からのインターネット出願 

一本化に向けて円滑にインターネット出願に移行していただくための説明会（全 

国４７都道府県５１回）を、開催いたします。 

インターネット出願へ移行する際の注意事項について、ＩＮＰＩＴ職員が説明い 

たしますので、この機会に是非ご参加ください。 

 

講義時間及び内容：各会場とも同じ 

●１３時３０分～１５時３０分 

   インターネット出願の概要・事前準備について（新規にインターネット出 

願を始められる方も含みます） 

 ●１５時４５分～１６時３０分 

   パソコン出願ソフト３のデータ移行について 

   質疑応答 

参加費：無料 

主 催：（独）工業所有権情報・研修館 

 

http://www.inpit.go.jp/jinzai/venture/21kenshu_shingai.html
http://www.jiii.or.jp/H21_shibu_setsumeikai/tokkyoshingai/index.html


【管内８～９月の開催スケジュール】 

８月２４日（月） 於：群馬  高崎商工会議所   （定員：５０名） 

８月２５日（火） 於：新潟  新潟市生涯学習センター（定員：５０名） 

９月 ４日（金） 於：長野  ＪＡ長野県ビル   （定員：５０名） 

９月３０日（水） 於：神奈川 ＴＫＰ横浜駅西口ビジネスセンター 

（定員：１００名） 

 

※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.inpit.go.jp/pcinfo/news/news_200906.html 

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ７,【経済危機対策】中小・小規模企業支援策について 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

平成２１年４月１０日に「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣 

僚会議合同会議において「経済危機対策」が決定されました。 

 

本対策は、「短期的な危機」（「底割れ」のリスク）と「構造的な危機」（世界経 

済の「大調整」への対応）という「２つの危機」を克服するため、１)国民一体 

となった対応、２)経済局面に応じた対応、３)多年度を視野に入れた包括的な 

対応を基本方針として、政策展開を行うこととしております。 

 

具体的には、１．緊急的な対策－「底割れ」の回避として雇用、金融対策を、 

２．成長戦略－未来への投資として、３つのプロジェクト（「低炭素革命」、 

「健康長寿・子育て」、「底力発揮・２１世紀型インフラ整備」）のうち、特に 

緊急に実施すべき施策を実行することとしております。 

 

※詳細については、こちらをご覧下さい 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/20090415keizaikikitaisaku.html  

 

※「安心実現のための緊急総合対策」、「生活対策」における中小企業対策 

（主として緊急保証制度）についてはこちらをご覧下さい 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kinyuu/20081114seikatsutaisaku

.html 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

○● その他のイベント･セミナー情報についてはこちら ●○ 

    http://www.kanto-chizai.com/cal/index.cgi  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://www.inpit.go.jp/pcinfo/news/news_200906.html
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